
はじめに

　災害対策基本法等の一部を改正する法案

（以下「改正法」）が成立し、 7月 1日に施行
されました。

　全国社会福祉協議会（以下「全社協」）で

は、令和元年 9月に、「災害時福祉支援活動
の強化のために―被災者の命と健康、生活再

建を支える基盤整備を―（提言）」を発表

し、以来、災害法制における「福祉」の明文

化について、幅広い福祉関係者とともに、提

言・要望活動を繰り返し行ってきました。今

回の改正法はその成果と言うことができま

す。

災害から地域の人びとを守るために
～災害福祉支援活動の強化に向けて～

全国社会福祉協議会

供」が位置付けられたことは、歴史的事象で

す。

　災害と福祉の歴史を少し紐解くと、阪神・

淡路大震災（1995年）以降、災害ボランティ
アの考えが一般化し、新潟県中越地震（2004
年）頃から、社会福祉協議会（以下「社協」）

が災害ボランティアセンター（以下「災害

VC」）を設置・運営することも徐々に一般化
してきました。

　また、東日本大震災（2011年）では、避難
所で福祉的支援が必要な方が多くなり、災害

関連死を防ぐための福祉専門職による支援や

福祉避難所の必要性が認識されました。さら

には、被災地の社会福祉施設を支援する施設

図 1 　災害法制の改正概要

災害対策基本法等※の一部を改正する法律の概要

趣 旨
令和６年能登半島地震の教訓等を踏まえ、災害対策の強化を図るため、国による支援体制の強化、福祉的支援等の充実、広域避難の円滑
化、ボランティア団体との連携、防災DX・備蓄の推進、インフラ復旧・復興の迅速化等について、以下の措置を講ずる。

改正内容
①国による災害対応の強化

※災害対策基本法、災害救助法、水道法、大規模災害復興法、大規模地震対策法、内閣府設置法

 国は、地方公共団体に対する応援組織体制を整備・強化。
 国は、地方公共団体からの要請を待たず、先手で支援。

★災害対策基本法、災害救助法

１）国による地方公共団体に対する支援体制の強化 ★災害対策基本法

２）司令塔として内閣府に「防災監」を設置★内閣府設置法

②被災者支援の充実

１）被災者に対する福祉的支援等の充実
★災害救助法、災害対策基本法

 高齢者等の要配慮者、在宅避難者など多様な
支援ニーズに対応するため、災害救助法の救助
の種類に「福祉サービスの提供」を追加し、福祉
関係者との連携を強化。災害対策基本法にお
いても「福祉サービスの提供」を明記。

 支援につなげるための被災者、避難所の状況の
把握。

高齢者等への対応

 広域避難における、避難元及び避難先市町
村間の情報連携の推進。

 広域避難者に対する情報提供の充実。
 市町村が作成する被災者台帳について、都
道府県による支援を明確化。

３）「被災者援護協力団体」の登録制度の創設
 避難所の運営支援、炊き出し、被災家屋の片付
け等の被災者援護に協力するNPO・ボランティア
団体等について、国の登録制度を創設。

 登録被災者援護協力団体は、市町村から、被
災者等の情報の提供を受けることができる。

 都道府県は、災害救助法が適用された場合、
登録団体を救助業務に協力させることができ、こ
の場合において実費を支弁。

 国は、必要な場合、登録団体に協力を求めるこ
 とができる。国民のボランティア活動の参加を促進。

２）広域避難の円滑化 ★災害対策基本法

炊き出し 被災家屋の片付け

４）防災DX・備蓄の推進 ★災害対策基本法

 被災者支援等に当たって、デジタル技術の活用。
 地方公共団体は、年一回、備蓄状況を公表。

車中泊への対応

③インフラ復旧・復興の迅速化

２）宅地の耐震化（液状化対策）

水道の復旧
（被災した浄水場）

の推進 ★災害対策基本法

３）まちの復興拠点整備のための
都市計画の特例

★大規模災害復興法

１）水道復旧の迅速化 ★水道法

 日本下水道事業団の業務と
して、地方公共団体との協定
に基づく水道復旧工事を追加
。また、水道事業者による水
道本管復旧のための土地の
立入り等を可能とする。

　日本の災害法制は、

戦後に災害救助法が制

定されて以降、大規模

な災害が発生する度に

見直しが図られてはき

てはいたものの、特に

災害救助法における

「救助の種類」につい

ては、1959年（伊勢湾
台風の年）以降、阪

神・淡路大震災や東日

本大震災を経ても、変

更されることがありま

せんでした。そうした

意味で今般の改正法に

おいて「救助の種類」

に「福祉サービスの提
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職員の応援派遣も広域で行われました。

　そして、令和 6年能登半島地震（2024年）
では、高齢化が進む被災地における「災害福

祉支援」の重要性を誰もが実感することにな

り、今般の改正法につながったのです。

　災害救助法に「福祉サービスの提供」が位

置付けられることで、従来から救助として位

置付けられていた「医療」や保健分野との切

れ目のない連携や、発災前から発災直後、復

旧・復興期まで福祉の視点で被災者に寄り

添った支援を行う災害ケースマネジメントの

推進などが期待されます。

改正法と災害福祉支援

　改正法は、令和 6年能登半島地震の反省を
踏まえ、災害対策の強化を図るため、①国に

よる災害対応の強化、②被災者支援の充実、

③インフラ復旧・復興の迅速化の 3つの柱を
掲げています。なかでも、防災担当大臣の改

正法の施行に関する記者発表において「改正

法の中心的な内容である『被災者援護協力団

体の登録制度』や災害救助法などに基づく

福祉チーム（以下、DWAT）の活動範囲が
在宅避難や車中泊避難等へ拡大することで

す。DWATへの期待が膨らむ一方で、我々
社協や社会福祉施設等の福祉関係者は、令和

6年能登半島地震での教訓や反省を踏まえ、
DWATチーム員の増員、迅速な初動対応の
確立、在宅・車中泊避難者等へのアプローチ

方法の確立、保健福祉医療関係団体との連携

強化、ロジスティクス機能や先遣機能の強化

など、多くの課題に速やかに取り組まなけれ

ばなりません。他チームとの協働や効率的な

業務遂行に必要となるDX化も必須の課題で
す。

　一方で、改正法では、全社協がこれまで要

望してきた災害VCの運営費の公費負担や、
被災した社会福祉施設に対する応援職員に対

して被災施設が人件費を負担する仕組みの改

善等までは対応できておらず、未だ課題は山

積しています。

　さらに、 5月28日に公表された厚生労働省
「地域共生社会の在り方検討会議」の中間と

りまとめでは、「社会福祉における災害への

図 2　 「福祉サービスの提供」の概要

災災害害法法制制ににおおけけるる「「福福祉祉ササーービビススのの提提供供」」のの概概要要
令和７（2025）年７月１日施行「災害対策基本法等の一部を改正する法律」により、下記の通り「福祉サービスの提供」が法律や告示
等で位置付けられた（関連部分抜粋）。
災害救助法
第四条（救助の種類等）
第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。
一 避難所及び応急仮設住宅の供与
二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四 医療及び助産
五 被災者の救出
六 福祉サービスの提供
七 被災した住宅の応急修理
八 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
九 学用品の給与
十 埋葬
十一 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

災害対策基本法
第八十六条の六（避難所における生活環境の整備等）
災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災計画の定めると
ころにより、遅滞なく、避難所を 供与し、避難者の数、避難所の生活環境その他
の避難所の運営状況に関する情報を把握するとともに、当該避難所に係る必要
な安全性及び良好な居住性の確保、当該避難所における食糧、衣料、医薬品
その他の生活関連物資の配布、保健医療サービス及び福祉サービスの提供、情
報の提供その他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講
ずるよう努めなければならない。

第八十六条の七（避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮）
災害応急対策責任者は、やむを得ない理由により避難所に滞在することができな
い被災者に関する情報を把握するとともに、これらの者に対しても、必要な生活関
連物資の配布、保健医療サービス及び福祉サービスの提供、情報の提供その他
これらの者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

内閣府告示（救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準）
第七条（福祉サービスの提供）
法第四条第一項第六号の福祉サービスの提供は、次の各号の定めるところにより行うこととする。
一 災害により現に被害を受け、避難生活において配慮を必要とする高齢者、障害者、乳幼児その他の者（以下「災害時要配慮者」と
いう。）に対して、応急的に処置するものであること。
二 都道府県知事等又は災害発生市町村等の長からの要請を受けて行うものであること。
三 次の範囲内において行うものであること。
イ 災害時要配慮者に関する情報の把握
ロ 災害時要配慮者からの相談対応
ハ 災害時要配慮者に対する避難生活上の支援
ニ 災害時要配慮者の避難所への誘導
ホ 福祉避難所の設置（おそれ適用の場合を除く）
四 福祉サービスの提供のため支出できる費用は、前号イからニまでの場合は消耗器材費又は器物の使用謝金、借上費若しくは購入費
として当該地域における通常の実費とし、同号ホの場合は消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱
水費並びに仮設便所等の設置費として当該地域における通常の実費とすること。

『福祉サービスの提

供』、『広域避難の円滑

化』や『備蓄の推進』

などに関する規程につ

いて令和 7年 7月 1日
から施行する」と発言

があったことからも、

「福祉」や「ボラン

ティア」に関する事項

が今回の法改正におい

てポイントとなってい

ることがわかります。

　主要な改正点として

は、これまで避難所・

福祉避難所の支援に限

定されていた災害派遣
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対応」として、自治体に対して包括的な支援

体制の整備にあたっての防災分野との連携、

平時からの関係者との連携体制の構築を促

し、DWATの平時からの体制づくり、研修の
実施、連携の必要性を指摘しています。災害

法制改正に続き、社会福祉法制において災害

福祉支援を明確に位置づけ、平時からの実効

的な体制整備を確立することが必要です。

　このように、災害福祉支援の素地がようや

くできてきたものの課題も多く残っているこ

とから、今般の改正法はゴールではなく、ス

タートだと考えています。引き続き、防災関

係者・福祉関係者が一丸となり、実のある制

度となるよう国・都道府県等に対して働きか

けていく必要があります。

災害福祉支援センターの必要性

　前述の全社協の提言（令和元年 9月）で
は、災害法制への「福祉」の位置づけと並ん

で「災害福祉支援センター」の設置を提言し

ています。そしてこのセンターの機能につい

ては、令和 4年 3月に全社協がまとめた「災
害から地域の人びとを守るために～災害福祉

支援活動の強化に向けた検討会報告書～」に

おいて整理しています。

　災害時の福祉的支援の重要性は非常に高

まっていますが、「災害福祉支援」を専門に

担う機関はありません。災害が激甚化・頻発

化するなか、特に、南海トラフ巨大地震や首

都直下地震などの大規模災害に備え、発災時

に速やかな災害福祉支援を行うためには、社

会福祉の専門職が片手間で災害福祉支援を担

う現状の社協の体制のままでは困難であるこ

とは自明です。また、災害時に円滑な福祉支

援を行うためには、平時から防災関係者や保

健・医療・福祉の関係者とのネットワークを

構築し、災害時に社会的脆弱性を抱えた人び

とに寄り添った支援体制が取れるよう備えて

おくための常設型の機関や災害福祉支援の

コーディネートや研修等を担う専門職の配置

が必要です。

　そのため、都道府県社協において、この間

社協・社会福祉施設が実施してきた被災者支

援をより効果的、円滑にするための「災害福

祉支援センター」を設置し、平時・有事の災

害福祉支援体制強化を図ることを提言してい

ます。現在、先駆的に取り組んでいる12県社
協（※）に「災害福祉支援センター」が設置

されています。

　こうした動きと合わせ、全社協では、各県

の災害福祉支援センターの運営支援や連携強

化、さらには全国域での災害福祉支援関係者

との連携・協働を図り、災害福祉支援の効率

化、被災者支援の円滑化を図るための「全国

災害福祉支援センター」の設置に向けた準備

室を令和 7年 4月に新設し、同年秋頃からの
センター設置に向けて準備を進めています。

災害福祉支援センターの課題と展望

　現在設置されている災害福祉支援センター

は、それぞれ特徴があるものの、おおむね

図 3 �　「災害から地域の人びとを守るために 

～災害福祉支援活動の強化に向けた検討

会報告書～」

社会福祉法人 全国社会福祉協議会
災害福祉支援活動の強化に向けた検討会

2022（令和4）年3月31日

災害から地域の人びとを
守るために

災害福祉支援活動の強化に向けた検討会報告書

社
会
福
祉
法
人 

全
国
社
会
福
祉
協
議
会
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DWATおよび災害VCの機能を有していま
す。また、それ以外にも平時の防災の取組か

ら、発災後の応急救助期～復興期に至る支援

を切れ目なく円滑に行うために、災害ケース

マネジメントや支え合いセンター事業（被災

者見守り・相談支援等事業）の普及、BCP
策定支援、市町村域等における事前防災の訓

練、広報や教育現場等での啓発等の取り組み

や個別避難計画の推進など多岐に渡る災害福

祉支援に取り組んでいる災害福祉支援セン

ターもあります。

　一方で、事業を広げていくには、人材及び

財源の確保が重要な課題となります。財政措

置について、この間、国に要望してきていま

すが、現状では、十分な財源が確保されてい

る県は少なく、安定した運営や人材確保・育

成にはまだ課題も多くあります。

　災害福祉を専門とする全国域の常設機関を

民間団体主導で設置している事例は、海外で

も珍しい取り組みですが、災害大国の日本に

おいては、海外に先んじた取り組みが必要不

可欠です。先行的な事例のため、課題はあれ

ど、様々な関係者と連携を深めながら、災害

福祉支援センターの整備及び機能強化を図っ

ていく必要があります。全社協では、防災庁

の設置にあわせて、災害福祉支援センターに

対する予算要望も進めているところであす

が、ぜひ多くの防災関係者にも災害福祉支援

センターの必要性をご理解いただき、ご賛

同・ご協力を賜りたいと考えています。

　災害時における福祉の重要性が改めて認識

された今こそ、災害から地域の人びとを守る

ために、確固たる災害福祉支援体制を構築し

ていきたいと考えています。

《注》

※ 秋田県、群馬県、山梨県、石川県、福井県、鳥取
県、島根県、山口県、香川県、福岡県、佐賀県、大

分県

■災害から地域の人びとを守るために～災害福祉支援活動の強化に向けて～■

図 4 　災害福祉支援センターの概要

支援・連携

連携・協働

○災害福祉支援に係る包括的な枠組みを構築し、災害福祉支援のあり方、課題を共有・検討し、体制整備を
図る。
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